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南島原市ふるさと納税　バナナ

令和3年9月15日

タイトル
南島原産バナナ「なかなかバナナ」 が初披露！！

～皮ごと食べられるバナナ～

昨年度、市が新規作物導入支援事業として採択した、国産バナナの栽培事業

について、事業実施者である合同会社ＰＥＡＣＥが、初収穫を目前に市のふるさと

応援寄附の返礼品に登録し、申し込み受付を開始しました。

本市は、温暖な気候と肥沃な土壌を有し、日照時間にも恵まれていることから、

県内屈指の農業地帯となっています。

そんな恵まれた環境下で、徹底した温度管理と肥培管理により、農薬を使わず

に育てられた同社のバナナ（商品名：なかなかバナナ）は皮まで食べることができ

ます。また、糖度も一般的なバナナを大きく上回っています。

丹精込めて栽培されたバナナは、１０月上旬の初収穫後、７日間程度の追熟を

終えたのち出荷されます。※初収穫の日時は別途、お知らせする予定です。

記

■南島原市ふるさと応援寄附（なかなかバナナ）登録サイト
・楽天ふるさと納税 ・ふるさとチョイス ・ＡＮＡのふるさと納税 ・ふるなび
・ふるさとプレミアム ・ふるさと本舗 ・さとふる

■合同会社ＰＥＡＣＥ（なかなかバナナ）

・ 電話番号：0957-72-6318

・ ホームページ：https://nakanakabanana.com/

なかなかバナナHP
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バナナ栽培事業の概要 

 

■令和２年４月  ・合同会社ＰＥＡＣＥを設立 

 

■令和２年９月  ・国産バナナ苗の植栽開始（苗木１００本） 

          栽培場所：南島原市深江町戊 944-1 

 

■令和３年５月  ・事業拡大のため、新たに１００本のバナナ苗木を植栽 

 

■令和３年９月  ・合同会社ＰＥＡＣＥのホームページ公開 

         ・南島原市のふるさと応援寄附の返礼品に登録・受付開始（9/7～） 

 

■令和３年 10 月  ・初収穫（１０月上旬を予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（令和２年 9 月の植栽風景） 

～合同会社ＰＥＡＣＥのホームページ～  【９月９日 公開】 

ふるさと応援寄附の返礼品にも登録 


